
 

 
令和４年５月 12 日 
 （通算第 554 号） 

問い合わせ先  
長野県庁家畜防疫対策室 
電話 026-235-7232 

 

 

 

 
 

令和４年５月 12 日に岩手県一関市の家きん農場において、高病原性鳥インフル
エンザの疑似患畜が確認されました。 

改めて、飼養衛生管理基準の遵守や異常家きんの早期発見・通報の徹底をお願
いします。   

  
  
 
 
 

       
 

 

  

所在地 岩手県 一関市 

飼養状況 10 羽（だちょう（エミュー）） 

経 緯 

・５月 11 日（水曜日）、岩手県は、一関市の農場から、飼養家きんの死
亡がみられるとの通報を受けて、農場への立入検査を実施し、当該家
きんについて鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性で
あることが判明しました。 

・5 月 12 日（木曜日）、当該家きんについて遺伝子検査を実施した結果、
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。 
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で         発生 
高病原性 
鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ  

国内 24 例目 

岩手県 

全国どこでも発生する可能性があり、引き続き警戒を！ 

５月に入ってからも国内の野鳥の死体等から継続的にウイル

スが検出されており、まだ鳥インフルエンザのシーズンは終

了していません。 

引き続き緊張感を持って、飼養衛生管理基準の徹底をお願い

します。 

農場周辺のあちこちに、多量の鳥インフルエンザウイルスが存在します 

衛生管理区域内・家きん舎施設における消石灰 散布量の目安０．５～１．０kg/ｍ２ 

 


